福岡農林事務所オフィス整備事業業務受託事業者選定要領

１　趣旨
　　この要領は、福岡農林事務所オフィス整備事業に係る提案企画の審査及び受託事業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

２　選定機関
　　提案企画の審査及び受託事業者の選定は、福岡農林事務所オフィス整備事業業務受託事業者選定委員会（以下「委員会」という。）において行う。

３　評価項目及び配点
　　評価項目及び各項目の配点は以下のとおり定める（５０点満点）。
	
	評価項目
	審査の視点
	配点

	１
	基本方針
	　提案内容は、「コミュニケーションの活性化と意思決定の迅速化」、「業務遂行能力の向上」、「ペーパレス化の促進と情報セキュリティの確保」に寄与するものであるか。
	５

	２
	実施体制
	　委託事業の実施にあたり、適宜福岡農林事務所と調整を行いながら、臨機応変に対応して事業を遂行していく体制がとれているか。
	１０

	３
	提案レイアウト
	　公募仕様書に記載のレイアウト条件を満たした内容であるか。特に、執務室に空間的なゆとりが感じられ、課を超えた職員のコミュニケーションや風通しのよさが図られるレイアウトになっているか。また、キャビネ・書庫等収納スペースの確保が図られているか。
	１５

	４
	業務能力
	　提案者がオフィスデザイン事業を行なっている、或いは本事業と類似する事業の受託実績を有するなど、オフィスデザインに関する能力を備えているか。
	５

	５
	所要経費
	　本事業に要する費用の見積り額と提案内容は妥当であり、仕様を満たしつつ効率的な内容となっているか。
	１５



４　評価方法
（１）委員会の各委員は提出された企画提案書を確認し、「３評価項目及び配点」の項目ごとに、下表に基づいて評価・採点をする。
（２）事務局は、各委員の点数を項目ごとに合計し、総合得点を算出する。
	基準
	５点満点
	１０点満点
	１５点満点

	極めて優れている
	５
	１０
	１５

	優れている
	４
	８
	１２

	標準的である
	３
	５
	８

	劣っている
	２
	３
	４

	極めて劣っている
	０
	０
	０



５　受託事業者の選定
（１）企画提案書の内容について、委員会を構成する委員毎に「４評価方法」の配点に基づき採点し、最も優れた提案を行った事業者を受託候補事業者とし、次に優れた提案を行った事業者を次点候補者として選定する。
（２）上記（１）の結果、最高得点の事業者が複数者あった場合は、委員会の協議により１者を受託候補事業者として選定し、次に優れた提案を行った事業者を次点候補者として選定する。
（３）提案事業者が１者のみであった場合は、全委員の総合得点の平均が３０点以上であることをもって、当該１者を受託候補事業者とする。
（４）選定委員会により選出された受託候補者事業と福岡県で、契約内容及び業務仕様書の内容を協議し、業務仕様書に基づく見積書の提出を受け、委託契約を締結する。




